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■提案概要                                 No.1－18 

提案名 
200 年住宅コンソーシアムによる建築主サポートシステム提

案 
分 野 

木造等循環型社会形

成の分野に係る提案

提案者 株式会社エヌ・シー・エヌ 種 別 システム提案 

構 造 木造（その他） 建て方 一戸建ての住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提案の基本的考え方
２００年コンソーシアムの考える長期優良住宅とは、200 年間メンテナンスや改築無しで維持する住宅ではな
く、住宅の基本性能部分（構造・防水・断熱）の性能を維持し、住宅所有者との良好な関係の上で継続的なメ
ンテナンスを施し「住み継ぐ住環境形成」を目標としている。 
●木造住宅の長期利用を促進するためには･･･。 
１．物理的耐久性・住空間性能を確保すること。劣化しやすい部分（土台・大引き等）は、交換可能なディテ

ール（独立柱・金物接合）にすることで構造全体を維持・継承する。 
２．住宅資産価値維持のための長期保証体制を確立すること。それを可能にする客観データの保管を行う。 
３．景観に配慮した社会的耐久性を確保すること。 
４．生活様式の変化に対応可能なリフォームを可能にする木質ラーメン構造であること。 
５．間取り変化に対応出来る設備等にしておくこと。 
６．１００年後もメンテナンス・リノベーションを可能にする材料と施工技術を確保すること。 
７．長期に亘り、住宅取得者（再取得者を含む）の要望に応えることの出来るデータセンターと相談窓口を設

置すること。 
循環型社会形成を目指した２００年住宅コンソーシアム提案では、「長期耐用型住宅には、必ずメンテナンス・
リフォーム、用途変更を伴うリノベーションが前提」と考える。過去、伝統構法で利用されていた高い強度の
木材（欅・栗等）が入手困難になったように１００年後も同質の木材を潤沢に入手することは保証できない。
長期的（１００年スパン）にメンテナンス部材又は取替え部材を確保し、性能を維持するためには、作り手で
ある工務店・産地である木材業者・加工業者が維持継続できる仕組みを作らなければならない。さらに、日本
の林業において、産地により同一樹種であっても強度や径級が異なり・設備の不足からくる基準通りの乾燥材
の確保には、多くの問題があると考える。そこで、産地直送に拘らず、植林による伐採時期を考慮しながら現
時点において入手可能である国産材原料をエンジニアードウッドに加工し、高付加価値木材とすることで、安
定品質の製品供給を可能にし、産地への確実な利益循環を図る。これにあたっては、植林事業を証明する森林
組合発行の合法木材証明書を必須とする。また、不足分を補う輸入材については、日本国内での２次加工（製
品加工）と原産地証明を必須とし、その材料のトレーサビリティを確保するため森林認証制度を活用する。ま
た、品質を裏付けるために材の定期的強度測定行い、なお許容応力度計算を全棟で実施する。 
＜具体的施策＞ 
・継続的な作り手の確保：グループ化によるノウハウの継承とサポートセンター設立による窓口の明確化 
・継続可能な伐採計画：合法木材証明書と森林認証制度による計画的な営林事業の確立と加工乾燥拠点拡充の
支援 

・継続可能な生活空間：生活様式の変化に対応できる空間提案と客観的データの管理 
産地、作り手、生活者への情報提供と啓蒙活動は循環型社会形成の基本要件であり、本事業の継続が無ければ
具現化は成し得ないと考える。同一目的を持つ企業群でのコンソーシアムの活動は、作り手の倒産へのリスク
も回避され、継続的な循環型社会形成にとって必要不可欠と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【循環型社会のイメージ】 
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■提案内容 
国産材利用および木材履歴確保による循環型社会形成 
国産材の品質・強度は産地によりばらつきが大きいのが実情である。このような国産材を構造躯体に使用するに

は、寸法等の仕様による管理では、不十分である。材料一本一本の強度を確認し「許容応力度計算」による構造

決定が不可欠であると考える。「許容応力度計算」をすることにより材料強度を鑑みた客観的データが得られる

ことになり、例えば 100 年後のリフォームやメンテナンスにおいても、同質の材料で交換・代替できる体制が整

うものと考える。このことを前提として主要構成材は可能な限り国産材を使用する。また、その証明方法は、林

野庁の指針による「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」に基づくものとし、一

部に輸入材を使用する場合は、森林認証制度を活用して木材の適切な使用をおこなう。この取組みにより新築時

に使用した木材の履歴が明確になり、その後のメンテナンス・リフォーム時でも確実に同質の国産材を使用する

ことが可能となる。また、合法木材証明や森林認証の活用を行うことは、産地から適正な植林材が供給されてい

る証であり、木材産業の振興、循環型社会形成への一助である証明と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提案者からのコメント 
第 1回超長期住宅先導的モデル事業に引続き今回も採択され、当社が取組んでいる方向性は間違っていないと確

信を深めている。 

前回は、品確法や長期優良住宅普及促進法に対応するべく、性能評価、耐震、温熱などのエキスパート企業が、

それぞれの力を発揮して中小工務店のバックアップをおこなう体制づくりであり、実際の建設についても十分な

実績が残せたと考えている。 

今回は、前回の基盤のうえに、生活者に対して木材産地・木材メーカーとともに、住み継ぐ家の供給をおこなっ

ていく試みである。そして、今回の事業は一過性の試験的な試みではなく、これを起爆剤として、真の循環型社

会形成をおこなうものであることを強調しておきたい。今後は、今回の採択事業の確実な遂行をおこない、次回

に向けて更なる発展を志向していきたい。 
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